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資料番号 55 担当課 薬務衛生課 

法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 根拠条項 57の7 
不利益処分

の種類 
県指導センターの改善命令 

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和32年法律第164号） 

 

(改善命令) 

第五十七条の七 都道府県知事は、都道府県指導センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるとき

は、都道府県指導センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 

 

 


